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お知らせ

村上市会計年度任用職員を募集します
■任用・登録期間　4月1日㈬～令和9年3月31日㈬（予定）　　■募集申込期限　2月6日㈮
■選考方法　書類審査および面接
■応募資格　・パソコンでワード、エクセルの操作ができる人　　・心身ともに健康で責任感のある人
　　　　　　・普通自動車免許を有する人（事務補助員を除く）
　　　　　　　※職種により必要な資格などについては、下記の表のとおりです
■応募方法　・�申し込み先に備え付けてある「応募申込書」または「登録申込書」に必要事項を記入の上、

提出してください。また、申込書は市ホームページからも取得できます。
■そ の 他　・通勤距離が片道2km以上ある場合は、通勤距離に応じて通勤費を支給します。
　　　　　　・�勤務時間数および任用期間などの条件に該当する場合は、期末手当および勤勉手当を支給

します。（年2.45月分）
　　　　　　・報酬などについては、改定により変更になる場合があります。

職種 募集
人数

勤務時間
（週5日） 報酬 応募資格 ■問　■申

事務補助員
（障がい者対象） 3人程度 午前9時～

午後4時
時給
1,197円

障がいに関する手帳また
は療育手帳の交付を受け
ていて、介助なしに職務
を遂行できる人

総務課
人事管理室

（☎53－3366）

医療事務 1人 午前9時～
午後4時

時給
1,204円

医療事務の資格を有する
人

保健医療課国保
室（☎75-8931）

助産師 1人 午前9時～
午後4時

時給
1,706円 助産師の資格を有する人

保健医療課
健康サポート室

（☎53－3364）
歯科衛生士 1人程度 午前9時～

午後4時
時給
1,466円

歯科衛生士の資格を有す
る人

看護師 2人程度 午前9時～
午後4時

時給
1,645円 看護師の資格を有する人

介護認定調査専門員 9人 午前8時30分～
午後5時

月額
22万9,982円

・�認定調査員研修を修了
している人

・�介護支援専門員、看護
師、准看護師、保健師、
社会福祉士、介護福祉
士のいずれかの資格を
有する人

介護高齢課
介護保険室

（☎75－8936）

看護師 2人 午前9時～
午後4時

時給
1,645円 看護師の資格を有する人 介護高齢課

地域包括支援
センター

（☎75－8937）介護支援専門員 3人 午前8時30分～
午後5時

月額
22万9,982円

介護支援専門員の資格を
有する人

社会教育指導員 8人程度 午前9時～
午後4時

月額
18万2,136円

教育全般に関して豊かな
見識を有し、社会教育や
生涯学習などに関する指
導技術を身に付けている
人

生涯学習課
社会教育推進室

（☎53－2446）
青少年健全育成
センター指導員 1人 午前9時～

午後4時
月額
18万2,136円

青少年の健全育成に熱意
のある人

集落支援員
（有害鳥獣被害対
策担当）

５人 午前９時～
午後５時

月額
22万2,654円

狩猟免許（銃・わな）を
有する人

農林水産課
農業振興室

（☎53−3369）

登
録
制

職種 勤務時間（週5日） 報酬 応募資格 ■問　■申

事務補助員
午前9時～午後4時
※�勤務場所により変更

する場合があります

時給
1,197円

必要な資格は特
にありません

総務課人事管理室（☎
53－3366）または各支
所地域振興課総務管理室

※登録制…登録することで依頼する業務が生じたときに、登録者の中から適性や能力などを判断して採用します

村上市屋内遊び場
Murakam i  C i t y  I n d oo r  P l a y pa r k

リニューアルオープン！

空調整備工事が完成した「屋内
遊び場」が再オープンしました！
空調のおかげで冬は暖かく、夏
は涼しい快適な環境で遊ぶこと
ができます。ぜひご来館くださ
い！

国
道
７
号

山形方面

新潟方面

村上市
屋内遊び場

ナカムラ自動車整備工場 様

スズキ新潟販売 村上店 様

村上市上助渕661番地1
（旧神納東小学校体育館）

　在宅の障がい者や障がい児に対して支給する手当です。この手当は、身体障害者手帳や療育手帳が無
くても申請できますが、障がいの状態によっては支給対象とならない場合があります。

特別障害者手当 障害児福祉手当

受給できる人
20歳以上で、精神または身体に著しい重度の障が
いがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とす
る人

20歳未満で、精神または身体に著しい重度の障
がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする
児童

支給額 月額29,590円 月額16,100円
支給月 ２月・５月・８月・11月

必要なもの

・特別障害者手当認定請求書
・所得状況届
・同意書
・医師の診断書（指定様式）
・前年の年金などの金額が分かるもの
・本人名義の預金通帳

・障害児福祉手当認定請求書
・所得状況届
・同意書
・医師の診断書（指定様式）
・本人名義の預金通帳

所得制限 受給者もしくはその配偶者、またはその扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合、その年の８月
から翌年の７月まで支給停止となります。

受給資格が
なくなるとき

・施設に入所したとき
・�病院または診療所に継続して３カ月を超えて

入院したとき
・施設に入所したとき

パブリックコメント「皆さんのご意見をお聞かせください」
■問総務課人事管理室（☎53−3366）

特別障害者手当・障害児福祉金手当について
■問福祉課福祉政策室（☎75−8940）または各支所地域振興課地域福祉室

　意見書の提出など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
案件名　村上市定員管理計画（案）
■期２月６日㈮〜26日㈭
閲覧場所　総務課人事管理室または各支所地域振興課総務管理室
　　　　　※市ホームページからも閲覧できます

ホームページ

ホームページ


